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答

弁

第

一

三

号 
   

衆
議
院
議
員
上
田
卓
三
君
提
出
部
落
に
対
す
る
差
別
意
識
と
狭
山
事
件
の
捜
査
に
対
す
る
影
響
及
び
啓
発
の
状

況
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。 

内
閣
衆
質
一
二
五
第
一
三
号 

平
成
四
年
十
二
月
二
十
二
日 

衆

議

院

議

長 
櫻 

内 

義 

雄 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

宮 

澤 

喜 

一 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
上
田
卓
三
君
提
出
部
落
に
対
す
る
差
別
意
識
と
狭
山
事
件
の
捜
査
に
対
す
る
影
響
及 

び
啓
発
の
状
況
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
に
つ
い
て 

同
和
対
策
審
議
会
が
、
昭
和
三
十
八
年
一
月
一
日
現
在
に
お
い
て
全
国
基
礎
調
査
を
実
施
し
て
お
り
、
同
調

査
に
よ
る
と
、
埼
玉
県
に
つ
い
て
は
、
同
和
地
区
の
あ
る
市
町
村
数
五
十
四
市
町
村
、
同
和
地
区
数
二
百
七
十

地
区
、
同
和
地
区
内
の
世
帯
数
一
万
六
千
八
百
二
十
九
世
帯
、
同
和
地
区
内
の
人
口
九
万
五
百
四
十
三
人
、
同

和
地
区
内
の
同
和
関
係
人
口
四
万
千
四
百
九
十
六
人
、
混
住
率
（
同
和
地
区
内
の
人
口
に
対
す
る
同
和
地
区
内

の
同
和
関
係
人
口
の
割
合
）
四
十
五
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
県
総
人
口
に
対
す
る
同
和
地
区
内
の
同
和
関
係
人
口

の
割
合
一
・
六
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
さ
れ
て
い
る
。 

ま
た
、
本
事
件
発
生
当
時
の
埼
玉
県
民
の
同
和
問
題
に
関
す
る
意
識
の
一
般
的
状
況
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ 



四
に
つ
い
て 

三
に
つ
い
て 

二
に
つ
い
て 

る
。
な
お
、
昭
和
四
十
年
の
同
和
対
策
審
議
会
答
申
に
お
い
て
は
、
精
密
調
査
に
よ
る
地
区
の
概
況
と
し
て
、

｢

一
般
地
区
住
民
の
間
に
か
な
り
の
誤
解
や
偏
見
が
残
さ
れ
て
お
り
、
性
、
年
齢
階
層
、
あ
る
い
は
地
方
に 

よ
つ
て
は
、
ま
だ
強
い｢

差
別
感
情｣

が
残
存
し
て
い
る
。｣

等
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
。 

当
時
の
警
察
庁
長
官
の
辞
職
は
、
在
任
期
間
が
五
年
近
く
に
な
っ
た
こ
と
、
統
一
地
方
選
挙
が
終
了
し
一
段

落
し
た
こ
と
等
を
考
慮
し
て
決
定
さ
れ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 

同
和
問
題
は
憲
法
に
保
障
さ
れ
た
基
本
的
人
権
に
係
る
問
題
で
あ
り
、
警
察
も
、
従
来
か
ら
こ
の
よ
う
な
認

識
に
立
ち
、
警
察
学
校
や
職
場
に
お
け
る
様
々
な
研
修
の
機
会
を
と
ら
え
て
基
本
的
人
権
の
尊
重
に
つ
い
て
警 

本
事
件
発
生
当
時
の
地
域
住
民
に
対
す
る
啓
発
の
状
況
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。 

四 

 



 

五 

察
職
員
の
教
育
に
努
め
る
と
と
も
に
、
国
民
の
理
解
と
協
力
の
下
に
公
平
中
正
を
旨
と
し
て
各
般
の
警
察
行
政

に
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

五
に
つ
い
て 

当
時
の
国
家
公
安
委
員
会
委
員
長
が
述
べ
た
と
さ
れ
る
犯
人
像
に
つ
い
て
新
聞
報
道
が
あ
っ
た
こ
と
は
承
知

し
て
い
る
が
、
埼
玉
県
警
察
に
お
い
て
は
、
遺
留
品
や
脅
迫
状
等
の
証
拠
資
料
、
事
件
現
場
の
状
況
、
犯
行
の

態
様
等
の
分
析
、
検
討
に
基
づ
い
て
捜
査
方
針
を
立
て
、
捜
査
を
行
っ
た
も
の
と
承
知
し
て
い
る
。 




